
私たちにできることを
一緒に考えてみませんか？



、

誤った

福岡県では、ハンセン病問題に関する普及啓発等の事業を実施して
いる福岡県ハンセン病協会とともに、里帰り事業や見舞金品の支給、
療養所の施設見学研修等を毎年実施しています。また、ハンセン病
問題を正しく理解していただくため、リーフレット、冊子の配布等
の啓発事業を行っています。
今後も、皆様の意見、要望をお聞きしながら、ハンセン病問題に取り
組んでいくこととしています。

こうした生活をハンセン病患者・元患者の皆さんは
長い間、強いられてきました。想像してみてください。

ハンセン病問題について、正しい知識と理解を持つこと。
これが差別や偏見をなくす第一歩なのです。
このリーフレットをきっかけに、一人でも多くの人たちに
ハンセン病問題のことを正しく知ってほしいのです。



　ハンセン病患者に対しては「癩予防法」と
いう法律のもとで療養所への隔離政策が進め
られました。
　1953年（昭和28年）、患者の反対を押し切っ
てこの法律を引き継ぐ「らい予防法」が成立し
ました。この法律の問題点は、患者隔離が継続
され、退所規定が設けられていないことでした。
つまり、ハンセン病患者は療養所に収容されると

一生そこから出ることが出来なかったのです。
　1946年（昭和21年）にハンセン病の特効薬
「プロミン」が登場し、その後、新しい飲み
薬タイプの治療薬が開発され、ハンセン病は
適切な治療をすれば、治る病気になっていま

けられたのです。
　1955年（昭和30年）前後から徐々に規制が
緩和され、病気が治って自主的に退所する人
たちも出てきました。しかし彼らは療養所に
入所する際に、社会や家族と断絶させられて
おり、療養所の外では頼る人はなく、やむなく
療養所に戻る人も少なくありませんでした。

　

ハンセン病問題とは、近代以降の国の誤ったハンセン病対策が原因で、
ハンセン病患者・元患者や家族が差別を受けた人権問題です。

した。しかし、国が療養所等の予算の確保を
優先し、らい予防法を廃止しなかったことや、
私たち国民の無関心、あるいはハンセン病に
ついての理解不足により患者の強制収容が続

一部



ハンセン病は中世では「天刑病」（天

から罰せられたという偏見）、「業病」

（前世の悪業の報いという偏見）、近
世では遺伝病、近代においては隔離
が必要な恐ろしい伝染病という様々な
認識をもたれていました。
隔離政策により、強制的に療養所に
隔離されたり、家が消毒されたりして、
感染力が強い病気、怖い病気という
偏見や差別が広まりました。また全国
で、ハンセン病患者を排除しようとす
る、「無らい県運動」が官民一体となっ
て行われました。
有効な治療薬プロミンが開発されるま
では、発病すると病気が進行してしま
い、不治の病と考えられていました。

●

●

●

ハンセン病に関する法律・政策の変遷
てんけいびょう

ごうびょう



誰もが安心して暮らせる社会へ

ハンセン病家族訴訟に参加した家族のほとんどは匿名で参加しており、また、判決後も
ハンセン病元患者である家族がいることを周囲に打ち明けることができる人は多くあり
ません。



●厚生労働省（ハンセン病に関する情報ページ） ●法務省（ハンセン病患者・元患者やその家族に対する
　偏見や差別をなくそう）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00151.html

（鹿児島県 52名）

（熊本県114名）

（香川県 29名）

（岡山県 70名）
（静岡県 2名）

（群馬県 30名）

（静岡県 32名）

（東京都 85名）

（鹿児島県9名）

（沖縄県 76名）

（沖縄県 33名）

（宮城県 23名）

（青森県 38名）

（岡山県 48名）

2025年（令和7年）5月1日現在、
全国で641名の方が、
ハンセン病の療養所で生活をしています。
入所されている方の平均年齢は、
約89歳と高齢になっています。

※（　）内は2025年（令和7年）5月1日現在の入所者数
※神山復生病院は私立、その他は国立です。
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